
別海町告示第２２６号

根室中部３号主要幹線改良舗装工事について、次のとおり簡易公募型指名競争入札（以下「入札」という。）

を行いますので、入札参加希望者を次により公募します。

令和７年１０月８日

別海町長 曽 根 興 三

１ 工 事 名 根室中部３号主要幹線改良舗装工事

２ 工 事 場 所 別海町別海

３ 工 期 １２月中旬からおおむね３６８日間

４ 工 事 概 要 改良舗装工 Ｌ＝７６１．５５ｍ Ｗ＝５．５ｍ

５ 分別解体等の実施の義務付け

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別

解体等の実施が義務付けられた工事であること。

６ 週休２日設定工事について

本工事は「週休２日設定工事」の対象工事である。

７ 応募者に必要な主な要件

入札参加希望者は、単体企業又は経常共同企業体であって、単体企業にあっては(１)の要件を、経常共

同企業体にあっては、(２)の要件を全て満たしていること。

(１) 単体企業の主な要件

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の11第１項の規定に該

当しないものであること。

イ 別海町における一般土木工事の競争入札参加資格がＡ等級又はＢ等級に格付されていること。

ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成24年別海町

訓令第52号）の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律

第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競

争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ、別海町

内に建設業法第3条に規定する営業所（「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」

又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を有する者であること。

ただし、一般建設業者が下請代金の額（その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の

総額）が5,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が４年以上あるこ

と。

キ 過去15年間（平成22年度以降）に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を

元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共

同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。

ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者（5,000万円以上の下請がある場合）又は

国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出

日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事１件の請負

代金額が、建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第１項に定める金額に満たない場合の技

術者の専任は要しないものとする。

ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建

設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りでは

ない。

コ 本工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業

者でないこと。

(２) 経常共同企業体の主な要件

ア 経常共同企業体は、(１)のイ、ウ、ク及びケの要件を全て満たしていること。

イ 経常共同企業体の構成員は、(１)のア、イ、ウ、エ、カ、ク及びコの要件を全て満たしているこ

ととし、キの要件については構成員の１者以上がその要件を満たしていること。

ただし、クの要件については、工事１件の請負代金額が建設業法施行令第27条第１項に定める金

額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有す

る主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を工事現場に専任で配置することとするが、

工事１件の請負代金額が建設業法施行令第27条第１項に定める金額の３倍未満であり、構成員の何

れかが技術者を専任で配置する場合においては、他の構成員は技術者を兼任若しくは国家資格を有

しない主任技術者を専任で配置することができる。

ウ 経常共同企業体の構成員は、特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ北海道内に営業所を有

する者で、内１者以上は別海町内に営業所を有する者であること。ただし、一般建設業者が下請代

金の額（その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額）が5,000万円以上となる下

請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

エ 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に格付されている２者又は３者による組合せとし、各

構成員の出資比率は、均等割の60パーセント以上であること。

オ 本工事の入札に参加する経常共同企業体の構成員は、単体企業、他の経常共同企業体の構成員又

は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。

８ 簡易公募内容説明書等の配付期間等

簡易公募内容説明書及び簡易公募型指名競争入札参加申請用紙は次のとおり配付する。

(１) 配付期間 令和７年１０月９日（木）から令和７年１０月３０日（木）までの（別海町の休日に関

する条例（平成２年条例第26号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）毎

日午前８時４５分から午後５時３０分まで。

(２) 配付場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課

(３) 配付方法 送付又はファクシミリでは行わないので、上記の場所で直接受け取るか、次の別海町ホ

ームページからダウンロードとする。

https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/

(４) 費 用 無料とする。

９ 入札参加申請書等の提出期間等

入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に関係書類を添付して提出しなければならない。

(１) 提出期間 令和７年１０月９日（木）から令和７年１０月３０日（木）まで（休日を除く。）

の毎日午前８時４５分から午後５時３０分まで。

(２) 提出場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課

(３) 提出方法 持参又は電子申請することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

電子申請フォーム （https://logoform.jp/form/2W7T/1250771）

※別海町ホームページから電子申請フォームへアクセス可。

（https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/）



10 その他

(１) 詳細は、簡易公募内容説明書による。

(２) その他不明な点は、別海町役場経営管理部人事財産課契約管財担当者（電話 0153-74-9505）に照会

すること。

簡 易 公 募 内 容 説 明 書

根室中部３号主要幹線改良舗装工事に係る簡易公募型指名競争入札（以下「入札」という。）の簡易公募

内容は次のとおりとする。

令和７年１０月８日

別海町長 曽 根 興 三

１ 入札に付する工事の内容

(１) 工 事 名 根室中部３号主要幹線改良舗装工事

(２) 工 事 場 所 別海町別海

(３) 工 期 １２月中旬からおおむね３６８日間

(４) 工 事 概 要 改良舗装工 Ｌ＝７６１．５５ｍ Ｗ＝５．５ｍ

(５) 分別解体等の実施の義務付け

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）第９条に基

づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解

体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に

記載する必要があることから、特記仕様書に特定建設資材廃棄物、搬出数量等が記載された場合は、

それを参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行

うこと。

(６) 週休２日設定工事について

ア 本工事は「週休２日設定工事」の対象工事である。

イ 受注者は、契約後、月単位の週休２日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単

位の週休２日に取り組む希望工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期

の週休２日による施工に努めること。

２ 応募者に必要な主な要件

入札参加希望者は、単体企業又は経常共同企業体であって、単体企業にあっては(１)の要件を、経常共

同企業体にあっては(２)の要件を全て満たしていること。

(１) 単体企業の主な要件

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の11第１項の規定に該

当しないものであること。

イ 別海町における一般土木工事の競争入札参加資格がＡ等級又はＢ等級に格付されていること。

ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成24年別海町

訓令第52号）の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律

第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競

争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ、別海町

内に建設業法第3条に規定する営業所（「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」

又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。）を有する者であること。

ただし、一般建設業者が下請代金の額（その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の

総額）が5,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が４年以上あるこ

と。

キ 過去15年間（平成22年度以降）に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模以上と認められる工



事を元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当

該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。

ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者（5,000万円以上の下請がある場合）又は

国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出

日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事１件の請負

代金額が、建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第１項に定める金額に満たない場合の技

術者の専任は要しないものとする。

ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建

設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りでは

ない。

コ 本工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業

者でないこと。

(２) 経常共同企業体の主な要件

ア 経常共同企業体は、(１)のイ、ウ、ク及びケの要件を全て満たしていること。

イ 経常共同企業体の構成員は、(１)のア、イ、ウ、エ、カ、ク及びコの要件を全て満たしているこ

ととし、キの要件については構成員の１者以上がその要件を満たしていること。

ただし、クの要件については、工事１件の請負代金額が建設業法施行令第27条第１項に定める金

額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有す

る主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を工事現場に専任で配置することとするが、

工事１件の請負代金額が建設業法施行令第27条第１項に定める金額の３倍未満であり、構成員の何

れかが技術者を専任で配置する場合においては、他の構成員は技術者を兼任若しくは国家資格を有

しない主任技術者を専任で配置することができる。

ウ 経常共同企業体の構成員は、特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ北海道内に営業所を有

する者で、内１者以上は別海町内に営業所を有する者であること。ただし、一般建設業者が下請代

金の額（その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額）が5,000万円以上となる下

請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

エ 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に格付されている２者又は３者による組合せとし、各

構成員の出資比率は、均等割の60パーセント以上であること。

オ 本工事の入札に参加する経常共同企業体の構成員は、単体企業、他の経常共同企業体の構成員又

は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。

３ 入札の参加申請

(１) 申請書等

入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に次の書類を添付して提出しなければなら

ない。

ア 類似工事等施工等実績調書

イ 類似工事等施工等実績を証明する書面（工事等実績証明書又は契約書等の写し並びに共同企業体

協定書及び経常共同企業体附属協定書の写し）

ウ その他

(ア) 応募要件確認表

(イ) 過去の工事実績を証明する契約書及び受渡書等の写し

(２) 申請書の配付方法

ア 簡易公募型指名競争入札の参加申請書は、(３)の提出期間中(４)の提出場所で直接受け取るか、

次の別海町のホームページからダウンロードする。

https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/

イ 送付又はファクシミリによる配付は行わない。

(３) 提出期間

令和７年１０月９日（木）から令和７年１０月３０日（木）までの（別海町の休日に関する条例（平

成２年条例第26号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）毎日午前８時４５分から午

後５時３０分まで

(４) 提出場所

野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課

(５) 提出方法

持参又は電子申請することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

電子申請フォーム （https://logoform.jp/form/2W7T/1250771）

※別海町ホームページから電子申請フォームへアクセス可。

（https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/）

(６) その他

ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、返却しない。

ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。

４ 入札参加者の指名

入札参加者は、申請者の中から、指名選考委員会において選考し、その結果を速やかに書面により通知

するものとする。

５ 指名されなかった者に対する理由の説明

(１) 指名されなかった者（以下「非指名者」という。）は、非指名の通知の日の翌日から起算して５日

（休日を含まない。）以内に、書面により指名されなかった理由について説明を求めることができる。

なお、書面は３の(４)の提出場所に持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付

けない。

(２) 説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して３日（休日を含まない。）以内に書

面により回答する。

６ 入札保証金及び契約保証金

(１) 入札保証金

入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

の100 分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が

確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一

部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出

したとき。

イ 政令第167条の５第１項の規定により町長が定めた資格を有する者で過去２年間に町、国（公社、

公団を含む。以下同じ。）又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上

にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明したもの

であり、その者が当該契約を締結しないおそれがないと認められるとき。なお、共同企業体の場合

にあっては、構成員の１者以上が、規模を除いてこの条件に該当する者であることとし、本要件に

よる場合は、申請時にその事実を証明する関係書類（契約書及び受渡書の写し等）を提出すること。

(２) 契約保証金

契約を締結しようとする者は、契約金額の100 分の10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、又



はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれか

に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出

したとき。

イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を

締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。

ウ 政令第167条の５第１項の規定により町長が定めた資格を有する共同企業体で、その構成員の全員

が、過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって

締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明した場合で、その共

同企業体が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

７ 図面、仕様書等（以下「設計図書等」という。）の閲覧等

(１) 入札参加希望者は、設計図書等を閲覧又は複写することができる。

ア 閲覧期間

令和７年１０月９日（木）から令和７年１０月３０日（木）まで（休日を除く。）の毎日午前８

時４５分から午後５時３０分まで

イ 閲覧場所等

ａ 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場資料閲覧コーナー

ｂ インターネットを利用した電子申請フォームによる電子閲覧

（入札参加申請後、電子申請フォームURL等を通知するので直接アクセスすること。）

(２) 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参により提出すること。

ア 受付期間

令和７年１０月９日（木）から令和７年１０月２７日（月）まで（休日を除く。）の毎日午前８

時４５分から午後５時３０分まで

イ 受付場所

野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課

(３) 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間

令和７年１０月２８日（火）から令和７年１０月３０日（木）まで（休日を除く。）の毎日午前

８時４５分から午後５時３０分まで

イ 閲覧場所

野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場資料閲覧コーナー

８ 支払条件

(１) 前金払及び中間前金払

前金払は契約金額の４割に相当する額以内、中間前金払は契約金額の２割に相当する額以内としま

す。ただし、契約年度における前払い限度額は、契約金額の既ね２割程度とする。

９ 契約書作成の要否

必要とする。なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により、

別海町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、別海町議会の議決

を得たときには本契約を締結する。

10 再苦情申立て

(１) 非指名者に対する理由の説明に不服がある者は、非指名者に対する理由の説明の日の翌日から起算

して７日以内に書面により再苦情の申立てを行うことができる。

なお、書面は持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(２) 再苦情申立てに関する審議は別海町建設工事入札参加資格審査委員会が行う。

(３) 書面の提出先及び再苦情申立てに関する手続きの問い合わせ先は、次の場所とする。

野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場経営管理部人事財産課

11 その他

その他入札に関し不明な点は、別海町役場経営管理部人事財産課契約管財担当（電話 0153-74-9505）に

照会すること。



別記

簡易公募内容説明書「２ 応募に必要な要件」の説明

２の(１)のカ関係

本工事に対応する建設業法の許可業種は土木工事業です。

２の(１)のキ関係

本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事は次のとおりです。

・道路改良工 延長Ｌ＝５００ｍ以上

２の(１)のク関係

① 国家資格を有する主任技術者とは、１級土木施工管理技士、１級建設機械施工技士又は技術士（建設

部門）の資格を有する者です。また、これと同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第２号の

ハの規定に該当する者です。

② 監理技術者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、過去

５年以内に監理技術者講習を受講した者です。

２の(１)のコ関係

本工事に係る設計業務等の受託者は、「岩浅測量設計有限会社」です。当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者とは、次の①又は②に該当する者です。

① 当該受託者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を

超える出資をしている建設業者

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該

建設業者


